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民生委員児童委員・福祉推進員による見守り活動

（ 池田町 ）

【２】見守りネットワークの構築

民生委員児童委員・福祉推進員

見守り活動の担い手

かねてより民生委員児童委員・福祉推進員の見守り活動は行っていた。

民生委員は福祉推進員も兼ねていて、年1回の全体会議も行っているところから見守り対象者や互いの活

動状況等の情報共有できている

活動を始めたきっかけ

65歳以上の一人暮らし高齢者

見守り対象者

①保健福祉課及び社協から見守り対象者の情報を民生委員及び福祉推進員に提供し、個別に友愛訪問

活動を実施

②緊急時、見守りの中で気になる事を発見した場合の連絡。

民生委員は保健福祉課に連絡・相談→保健福祉課にて関係機関への連絡及び調査、対応する

福祉推進員から社協事務局に連絡→社協と保健福祉課と連携して関係期間に連絡及び対応する

③訪問時の声かけ、見守り活動を通して福祉問題の早期発見に努める

活動概要

実施地域 池田町

実施主体 池田町

所在地 今立郡池田町薮田５－３－１

  代表者 町長 杉本博文

基礎情報
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さりげない見守り活動

相談しやすい体制づくり

工夫した点

行政・社協からの情報提供、委員各メンバーの情報提供による

見守りが必要な人の把握方法

・見守り活動の訪問時に独居高齢者の緊急事態を発見し、家族への連絡が委員協力でスムーズにできた

・独居で、病気・認知症が疑われる高齢者の情報提供を受け、包括支援センターにスムーズに連携できた

・冬季になり独居生活が困難と思われる人の発見情報提供を受け、住み替えすることができ安全に過すこ

とができた

活動の成果・異変発見事例

町単独、社協財源

事業の財源

老人クラブ、区長、消防、警察、郵便局等との

見守り活動の連携

地域のソーシャルワーカー的相談体制の強化

課題

問合せ先：池田町保健福祉課     （TEL：0778－44－8000 FAX：0778－44－8009）

池田町総合生活福祉支援事業の仕組み構築の

なかにおいて、見守り活動のネットワークによ

る強化と、連絡体制・相談体制を充実していく

ことを目指す

今後の目標


